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○

環
境
省
令
第
三
十
三
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放

射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及

び
同
法
を
施
行
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
四
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴

う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
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「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
の
公
告
等
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
し
、
当
該

地
域
の
区
域
を
明
示
し
て
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
に
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
区
域

を
表
示
し
た
図
面
を
添
え
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
区
域

二

汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日

（
対
策
地
域
内
廃
棄
物
か
ら
除
か
れ
る
廃
棄
物
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

警
戒
区
域
設
定
指
示
（
事
故
に
関
し
て
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五

条
第
三
項
又
は
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条
第
一
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項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
市
町
村
長
に
対
し
て
行
っ
た
同

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十

三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
の
設
定
を
行
う
こ
と
の
指
示
を
い
う
。
）
又
は
計
画
的
避
難
指
示

（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
が
市
町
村
長
に
対
し
て
行

っ
た
避
難
の
た
め
の
計
画
的
な
立
退
き
を
行
う
こ
と
の
指
示
を
い
う
。
）
が
解
除
さ
れ
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
指
示
の
対
象

区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
（
当
該
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ

た
廃
棄
物
を
除
く
。
）

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
が
行
わ
れ
た
後
に
、
当
該
汚
染
廃
棄
物
対
策
地

域
に
搬
入
さ
れ
た
廃
棄
物
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
水
道
施
設
等
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
報
告
）

第
四
条

法
第
十
六
条
第
一
項
本
文
の
報
告
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
が
生
じ
た
月
の
翌
月
の
末

日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
が
生
じ
た
施
設
に
係
る
事
業
場
及
び
当
該
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
の
名
称
、
所
在
地

及
び
連
絡
先

三

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
廃
棄
物
が
生
じ
た
時
期

四

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
に
係
る
試
料
の
採
取
の
方
法
及
び
当
該
採
取
を
行
っ
た
年
月
日
、
当
該
試
料
の
分
析

の
方
法
及
び
結
果
並
び
に
当
該
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日
、
当
該
分
析
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
調
査
の
結

果
に
関
す
る
事
項

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
の
保
管
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
の
調
査
の
方
法
）

第
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

調
査
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
廃
棄
物
を
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
（
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
お
お
む
ね
同
一
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
単
位
（
以
下
「
調
査
単
位
」
と
い
う
。

）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
単
位
ご
と
に
行
う
こ
と
。
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二

調
査
単
位
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
四
以
上
の
試
料
を
採
取
す
る
こ
と
。

三

調
査
単
位
ご
と
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
試
料
を
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む
ね
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
試
料
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十

四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
水
道
施
設
の
要
件
）

第
六
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟
県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
水
道
施
設
（
事

故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い

も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
水
道
施
設
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
）

第
七
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
汚
泥
等
の
堆
積
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

当
該
水
道
施
設
に
係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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二

当
該
水
道
施
設
に
係
る
乾
燥
設
備
を
用
い
て
乾
燥
し
た
も
の

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の
要
件
）

第
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
の
う
ち
公
共
下
水
道
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

福
島
県
又
は
栃
木
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る

基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

二

茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道

（
当
該
公
共
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

る
終
末
処
理
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
さ
れ
た
汚
泥
等

の
堆
積
物
が
生
ず
る
も
の
に
限
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し

な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

２

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
の
う
ち
流
域
下
水
道
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
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一

福
島
県
又
は
栃
木
県
に
所
在
す
る
流
域
下
水
道
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る

基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

二

茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
流
域
下
水
道

（
当
該
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
に
お
い
て
当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
さ
れ
た
汚
泥
等

の
堆
積
物
が
生
ず
る
も
の
に
限
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し

な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
工
業
用
水
道
施
設
の
要
件
）

第
九
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟
県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
工
業
用
水
道
施

設
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
工
業
用
水
道
施
設
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
）

第
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
汚
泥
等
の
堆
積
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
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る
。

一

当
該
工
業
用
水
道
施
設
に
係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

当
該
工
業
用
水
道
施
設
に
係
る
乾
燥
設
備
を
用
い
て
乾
燥
し
た
も
の

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
集
落
排
水
施
設
の
要
件
）

第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
福
島
県
に
所
在
す
る
集
落
排
水
施
設
（
事
故
由
来

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と

し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
集
落
排
水
施
設
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
）

第
十
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
汚
泥
等
の
堆
積
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

当
該
集
落
排
水
施
設
に
係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

当
該
集
落
排
水
施
設
に
係
る
乾
燥
設
備
を
用
い
て
乾
燥
し
た
も
の

（
廃
棄
物
の
調
査
の
結
果
の
報
告
を
行
う
べ
き
旨
又
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
旨
の
命
令
）
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第
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
相
当
の
履
行
期
限
を
定
め
て
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
別
な
管
理
が
必
要
な
程
度
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
指
定
に
係
る
基
準
）

第
十
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
第
五

条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃

度
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
指
定
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
十
五
条

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
指
定

廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
管
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
所
で
行
う
こ
と
。

イ

周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
指
定
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
掲
示
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

(1)

保
管
す
る
指
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
指
定
廃
棄
物
に
次
に
掲
げ
る
指
定
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

(2)
を
含
む
。
）

石
綿
が
含
ま
れ
て
い
る
指
定
廃
棄
物
（

に
規
定
す
る
指
定
廃
石
綿
等
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
環
境
大
臣
が
定

(ｲ)

(ﾛ)

め
る
も
の
（
以
下
「
石
綿
含
有
指
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）

廃
石
綿
（
指
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
石
綿
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
指
定
廃
棄
物
で

(ﾛ)
あ
っ
て
、
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
指
定
廃
石
綿
等
」
と
い
う
。

）
腐
敗
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
指
定
廃
棄
物
（
以
下
「
腐
敗
性
指
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）

(ﾊ)

ば
い
じ
ん
（
指
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
指
定
ば
い
じ
ん
」
と
い
う
。
）

(ﾆ)
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
先

(3)

屋
外
に
お
い
て
指
定
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う

(4)
ち
最
高
の
も
の
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二

保
管
の
場
所
か
ら
指
定
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

容
器
に
収
納
し
、
又
は
こ
ん
包
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

屋
外
に
お
い
て
指
定
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
指
定
廃
棄
物
の

高
さ
が
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

又
は

に
定
め
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る

(1)

(2)

(1)

(2)

こ
と
。保

管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
指
定
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
「
直
接
負
荷
部

(1)
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合

当
該
保
管
の
場
所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線

と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛

直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤
面
と
の
交
線
）
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
勾
配
を
有
す
る

面
と
の
交
点
（
当
該
交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合

次
の

及
び

に
掲
げ
る
部
分
に
応
じ
、
当
該

及
び

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

に
定
め
る
高
さ

直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係
る
囲
い
の

(ｲ)
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高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）

か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分

当
該
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
任
意
の

点
ご
と
に
、
次
の

に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合

(ⅰ)

に
あ
っ
て
は
、

又
は

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

(ⅰ)

(ⅱ)

地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が
最
も
小
さ
い
基
準
線
を
通
る
水
平

(ⅰ)
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ

に
規
定
す
る
高
さ

(ⅱ)

(1)
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分

当
該
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

(ﾛ)
部
分
内
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の

に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い

(ⅰ)

部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

又
は

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

(ⅰ)

(ⅱ)

当
該
点
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
、
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル

(ⅰ)
の
線
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
勾
配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
交
点
が
二
以
上

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ
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に
規
定
す
る
高
さ

(ⅱ)

(1)

三

指
定
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
保
管
の
場
所

の
底
面
を
遮
水
シ
ー
ト
で
覆
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

指
定
廃
棄
物
に
雨
水
又
は
地
下
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
、
指
定
廃
棄
物
の
表
面
を
遮
水
シ
ー
ト
で
覆
う
等
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

保
管
の
場
所
か
ら
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

保
管
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七

保
管
の
場
所
に
は
、
指
定
廃
棄
物
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
仕
切
り
を
設
け
る
等
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八

第
一
号
ロ

、

及
び

に
規
定
す
る
指
定
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
保
管
の
場
所
に
は
、
こ
れ
ら
の
指

(2)
(ｲ)

(ﾛ)

(ﾆ)

定
廃
棄
物
が
当
該
指
定
廃
棄
物
以
外
の
指
定
廃
棄
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
仕
切
り
を
設
け
る
等
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

腐
敗
性
指
定
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
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イ

腐
敗
性
指
定
廃
棄
物
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
を
排
除
す
る
た
め
、
ガ
ス
抜
き
口
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ロ

火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

十

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
、
境
界
に
さ
く
若
し
く
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
保
管
の
場
所
の
周
囲
に
人
が

み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
又
は
指
定
廃
棄
物
の
表
面
を
土
壌
で
覆
う
等
に
よ
り
放
射
線
を
遮
蔽
す
る
等
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一

保
管
の
場
所
の
境
界
（
保
管
の
場
所
に
隣
接
す
る
区
域
に
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
場

合
に
は
、
そ
の
区
域
の
境
界
と
す
る
。
以
下
「
保
管
場
所
等
境
界
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
開

始
前
に
、
及
び
、
開
始
後
遅
滞
な
く
、
放
射
線
の
量
を
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ

と
。

十
二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
記
録
を
作
成
し
、
指
定
廃
棄
物
の
保
管
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

十
三

指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
一
の
土
地
の
区
域
内
に
お
い
て
保
管
の
場
所
を
変
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更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ

当
該
変
更
に
係
る
指
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
指
定
廃
棄
物
に
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
指
定
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る

(2)

場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ハ

変
更
前
及
び
変
更
後
の
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

（
特
別
な
管
理
が
必
要
な
程
度
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
指
定
に
係
る
基
準
）

第
十
六
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
四
条
中
「
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
十
七
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先
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三

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

四

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
に
係
る
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
年
月
日
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年

月
日
、
当
該
分
析
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
調
査
に
関
す
る
事
項

第
十
九
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
の
写
真
並
び
に
そ
の
保

管
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
写
真
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
調
査
の
方
法
）

第
二
十
条

法
第
十
八
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

調
査
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
廃
棄
物
を
、
調
査
単
位
ご
と
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
単
位
ご
と
に
行
う
こ
と
。

二

調
査
単
位
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
十
以
上
の
試
料
（
調
査
の
対
象
と
す
る
廃
棄
物
が
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
四
以
上
の
試
料
）
を
採
取
す
る
こ
と
。

イ

水
道
施
設
、
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
、
工
業
用
水
道
施
設
又
は
集
落
排
水
施
設
か

ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物

ロ

一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
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三

調
査
単
位
ご
と
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
試
料
を
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む
ね
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
試
料
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十

四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
二
十
一
条

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
四
に
よ
る
証
明
書

を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
廃
棄
物
処
理
基
準
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第

二
十
六
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
特
定
廃
棄
物
収
集
運
搬
基
準
）

第
二
十
三
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査

し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で

あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
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特
定
廃
棄
物
（
以
下
「
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
集
及
び
運
搬
の
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

収
集
又
は
運
搬
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

特
定
廃
棄
物
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

特
定
廃
棄
物
（
特
定
廃
棄
物
か
ら
生
ず
る
汚
水
を
含
む
。
）
が
運
搬
車
か
ら
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
漏
れ
出
さ
な

い
よ
う
に
、
特
定
廃
棄
物
を
容
器
に
収
納
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

特
定
廃
棄
物
に
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
、
特
定
廃
棄
物
の
表
面
を
遮
水
シ
ー
ト
で
覆
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

ニ

収
集
又
は
運
搬
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

ホ

特
定
廃
棄
物
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
他
の
物
と
区
分
す
る
こ
と
。

二

特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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三

運
搬
車
及
び
運
搬
に
用
い
る
容
器
は
、
特
定
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

運
搬
車
を
用
い
て
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

運
搬
車
の
車
体
の
外
側
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨

(1)

収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

(2)
ロ

イ

及
び

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
識
別
し
や
す
い
色
の
文
字
で
表
示
す
る
も
の
と
し
、
イ

に
掲
げ
る
事

(1)

(2)

(1)

項
に
つ
い
て
は
日
本
工
業
規
格

八
三
○
五
に
規
定
す
る
百
四
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
、
イ

に
掲
げ
る

Ｚ

(2)

事
項
に
つ
い
て
は
日
本
工
業
規
格

八
三
○
五
に
規
定
す
る
九
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
を
用
い
て
表
示
す

Ｚ

る
こ
と
。

ハ

運
搬
車
に
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
書
面
を
備
え
付
け

(1)

(3)

(1)

(3)

て
お
く
こ
と
。

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者

そ

(1)
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の
旨
を
証
す
る
書
面
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（

及
び

に
お
い
て
「
必
要
事
項
書
面
」
と
い
う
。

(2)

(3)

）

収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(ｲ)

収
集
又
は
運
搬
す
る
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物

(ﾛ)
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

収
集
又
は
運
搬
を
開
始
し
た
年
月
日

(ﾊ)

収
集
又
は
運
搬
す
る
特
定
廃
棄
物
を
積
載
し
た
場
所
及
び
運
搬
先
の
場
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

(ﾆ)

特
定
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

(ﾎ)

事
故
時
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
事
項

(ﾍ)
国
か
ら
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下

に
お
い
て
「
一
次
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の

(2)

(2)

委
託
を
受
け
て
当
該
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者

そ
の
旨
を
証
す
る
書
面
、
当
該
者
が
国
と
当
該
一
次

受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
当
該
一
次
受
託
者
が
当
該
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
委
託
し
よ

う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
必
要
事
項
書
面
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法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
廃
棄
物
の

(3)
保
管
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
を
変
更
す
る
た
め
に
当
該
指
定
廃
棄
物
の
運
搬
を
行
う

も
の

収
集
又
は
運
搬
す
る
特
定
廃
棄
物
が
指
定
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
、
第
十
五
条
第
十
三
号
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
必
要
事
項
書
面

ニ

特
定
廃
棄
物
を
積
載
し
た
運
搬
車
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最

大
値
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
放
射
線
を
遮
蔽
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ホ

ハ

に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
器
具
等
を
携
行
す
る
こ
と
。

(1)
(ﾍ)

五

次
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
廃
棄
物
が
当
該
特
定
廃
棄
物
以
外
の

特
定
廃
棄
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
区
分
し
て
収
集
し
、
又
は
運
搬
す
る
こ
と
。

イ

石
綿
が
含
ま
れ
て
い
る
特
定
廃
棄
物
（
ロ
に
規
定
す
る
特
定
廃
石
綿
等
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る

も
の
（
以
下
「
石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）

ロ

廃
石
綿
（
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
石
綿
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
特
定
廃
棄
物
で
あ
っ
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て
、
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
廃
石
綿
等
」
と
い
う
。
）

ハ

ば
い
じ
ん
（
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
ば
い
じ
ん
」
と
い
う
。
）

六

石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
及
び
特
定
廃
石
綿
等
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
廃
棄
物
が
破
砕
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
方
法
に
よ
り
収
集
し
、
又
は
運
搬
す
る
こ
と
。

七

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
収
集
又
は
運
搬
を
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

収
集
又
は
運
搬
し
た
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
が

含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

収
集
又
は
運
搬
し
た
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
収
集
又
は
運
搬
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
終
了
し
た
年
月
日
、
収
集
又
は

運
搬
の
担
当
者
の
氏
名
、
積
載
し
た
場
所
及
び
運
搬
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
特
定
廃

棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

２

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
（
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
（
ハ

、
ニ
及
び
ホ
を
除
く
。
）
及
び
第
五

(1)
(ﾍ)

号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。
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二

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
か
ら
生
ず
る
汚
水
を
含
む
。
）
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
漏
れ
出

さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
特
定
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
二
十
四
条

特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

保
管
は
、
第
十
五
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示

板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。

イ

縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域

内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
対
策
地
域
内
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の
及
び

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土

地
に
お
い
て
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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特
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

(1)

保
管
す
る
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特

(2)
定
廃
棄
物
又
は
腐
敗
し
、
若
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
特
定
廃
棄
物
（
以
下
「
石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
等
」
と
い

う
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
先

(3)

屋
外
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

(4)
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
五
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の

三

特
定
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
に
よ
る
保
管
の
場
所
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
イ
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

保
管
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ

と
。

ロ

保
管
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
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、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

四

保
管
場
所
等
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
七
日
に
一
回

以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
イ
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
特
定
廃
棄
物
の
保
管
の

開
始
前
に
、
及
び
、
開
始
後
遅
滞
な
く
、
放
射
線
の
量
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
保
管
の
場
所
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
イ

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
記
録
を
作
成
し
、
特
定
廃
棄
物
の
保
管
が
終
了

す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

保
管
し
た
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を

含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

保
管
し
た
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
保
管
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
受
入
先
の
場
所
及
び
保
管

後
の
持
出
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
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搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

当
該
保
管
の
場
所
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

水
質
検
査
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）

２

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

保
管
の
場
所
か
ら
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

屋
外
に
お
い
て
容
器
を
用
い
ず
に
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
基
準

適
合
特
定
廃
棄
物
の
高
さ
が
、
第
十
五
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
他
必
要
な
措
置

（
特
定
廃
棄
物
処
分
基
準
）

第
二
十
五
条

特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び

海
洋
投
入
処
分
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
に
基
づ
き

定
め
ら
れ
た
海
洋
へ
の
投
入
の
場
所
及
び
方
法
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
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下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
廃
棄
物
の
処
分
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

特
定
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

処
分
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

二

特
定
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
よ

う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

特
定
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

次
の
構
造
を
有
す
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

空
気
取
入
口
及
び
煙
突
の
先
端
以
外
に
焼
却
設
備
内
と
外
気
と
が
接
す
る
こ
と
な
く
、
燃
焼
室
に
お
い
て
発
生
す

(1)
る
ガ
ス
（
以
下
「
燃
焼
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
の
温
度
が
摂
氏
八
百
度
以
上
の
状
態
で
特
定
廃
棄
物
を
焼
却
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

燃
焼
に
必
要
な
量
の
空
気
の
通
風
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)
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燃
焼
室
内
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
が
燃
焼
し
て
い
る
と
き
に
、
燃
焼
室
に
特
定
廃
棄
物
を
投
入
す
る
場
合
に
は
、

(3)
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
定
量
ず
つ
特
定
廃
棄
物
を
燃
焼
室
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(4)

燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
助
燃
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
加
熱
す
る
こ
と
な
く

(5)
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
性
状
を
有
す
る
特
定
廃
棄
物
の
み
を
焼
却
す
る
焼
却
設
備
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ろ
過
式
集
じ
ん
方
式
の
集
じ
ん
器
等
燃
焼
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
を
除
去
す
る
高
度
の
機
能
を
有
す
る

(6)
排
ガ
ス
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

次
の
方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

煙
突
の
先
端
以
外
か
ら
燃
焼
ガ
ス
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

(1)

煙
突
の
先
端
か
ら
火
炎
又
は
日
本
工
業
規
格

八
〇
〇
四
に
定
め
る
汚
染
度
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
黒

(2)

Ｄ

煙
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

煙
突
か
ら
焼
却
灰
及
び
未
燃
物
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

(3)
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煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
十
一
年
法

(4)
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
が
別
表
第
一
の
上

欄
に
掲
げ
る
燃
焼
室
の
処
理
能
力
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
濃
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
量
又
は
同
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
濃
度
（
硫
黄
酸
化
物

、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
六
月
に
一
回
以
上
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方

法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

四

特
定
廃
棄
物
を
破
砕
す
る
場
合
に
は
、
破
砕
に
よ
っ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
、
建
物
の

中
に
設
け
ら
れ
た
設
備
を
用
い
て
破
砕
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

処
分
に
伴
い
生
じ
た
排
ガ
ス
を
排
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
排
ガ
ス
の
排
出
口
に
お
い
て
当
該
排
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事

業
場
の
周
辺
の
大
気
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三
月
間
の
平
均
濃
度

の
そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
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る
こ
と
。

ロ

当
該
排
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、

か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

六

処
分
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
放
流
水
の
排
水
口
に
お
い
て
当
該
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事

業
場
の
周
辺
の
公
共
の
水
域
の
水
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三
月
間

の
平
均
濃
度
の
そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、

か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

七

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
七
日
に

一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

八

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
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イ

処
分
し
た
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定

廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

処
分
し
た
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
処
分
を
行
っ
た
年
月
日
並
び
に
受
入
先
の
場
所
及
び
処
分
後
の
持
出
先
の
場
所
の
名

称
及
び
所
在
地

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運

搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

当
該
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
三
号
ハ

、
第
五
号
ロ
、
第
六
号
ロ
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）

２

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
処
分
の
基
準
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
六
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査

し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で

あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も



- 32 -

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

埋
立
処
分
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

特
定
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

埋
立
処
分
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

ハ

周
囲
に
囲
い
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
特
定
廃
棄
物
の
処
分
の
場
所
で
あ
る
こ
と
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
場
所
で
行
う

こ
と
。

ニ

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
備
え
た
外
周
仕
切
設
備
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
公
共
の
水
域

及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ホ

最
終
処
分
場
の
う
ち
の
一
定
の
場
所
に
お
い
て
、
か
つ
、
特
定
廃
棄
物
が
分
散
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

二

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に

定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

有
機
性
の
汚
泥

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
、
又
は
含
水
率
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
し
た
後
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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固
型
化
を
行
う
こ
と
。

ロ

汚
泥
（
有
機
性
の
汚
泥
を
除
く
。
）

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
、
又
は
含
水
率
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
す

る
こ
と
。

ハ

腐
敗
し
、
若
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
特
定
廃
棄
物
（
有
機
性
の
汚
泥
を
除
く
。
）
又
は
廃
油
（
タ
ー
ル
ピ
ッ
チ

類
を
除
く
。
）

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

ニ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
）

中
空
の
状
態
で
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
最
大
径
お
お

む
ね
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
破
砕
し
、
若
し
く
は
切
断
し
、
又
は
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

ホ

ゴ
ム
く
ず

最
大
径
お
お
む
ね
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
破
砕
し
、
若
し
く
は
切
断
し
、
又
は
焼
却
設
備
を
用

い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

ヘ

特
定
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻

大
気
中
に
飛
散
し
な
い
よ
う
に
、
水
分
を
添
加
し
、
固
型
化
し
、
こ
ん
包
す
る
等
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ト

特
定
廃
石
綿
等

大
気
中
に
飛
散
し
な
い
よ
う
に
、
固
型
化
、
薬
剤
に
よ
る
安
定
化
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置

を
講
じ
た
後
、
耐
水
性
の
材
料
で
二
重
に
こ
ん
包
す
る
こ
と
。
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三

埋
立
処
分
の
場
所
（
以
下
「
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
二
以
上
の
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
、
又
は
地
下
水
集
排
水
設
備
（
地
下
水
を
有
効
に
集
め
、
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
管
渠
そ
の
他
の
集
排
水
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質

き
ょ

検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
前
に
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
以
下
「
地
下
水
検
査
項
目
」
と
い
う
。
）
、
ダ
イ
オ
キ

(1)
シ
ン
類
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
、
電
気
伝
導
率
及
び
塩
化
物
イ
オ
ン
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
汚
染
の
有
無
の
指
標
と
し
て
電

気
伝
導
率
及
び
塩
化
物
イ
オ
ン
の
濃
度
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
電
気
伝
導
率
及

び
塩
化
物
イ
オ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

埋
立
処
分
開
始
後
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当

(2)

(ｲ)

(ﾊ)

(1)

該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
頻
度
で
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

及
び

に
掲
げ
る
項
目
の
う

(ｲ)

(ﾊ)

(ｲ)

(ﾛ)
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ち
、
埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
種
類
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
汚
染
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
項
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

地
下
水
検
査
項
目

一
年
に
一
回
（

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
六
月
に
一
回
）
以

(ｲ)

(1)

上
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

一
年
に
一
回
以
上

(ﾛ)

事
故
由
来
放
射
性
物
質

一
月
に
一
回
以
上

(ﾊ)
埋
立
処
分
開
始
後
、
電
気
伝
導
率
又
は
塩
化
物
イ
オ
ン
に
つ
い
て
、

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月

(3)

(1)

に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、

(1)

こ
の
限
り
で
な
い
。

の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
電
気
伝
導
率
又
は
塩
化
物
イ
オ
ン
の
濃
度
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や

(4)

(3)
か
に
、
地
下
水
検
査
項
目
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
、

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か

(1)

つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ロ

イ

、

又
は

の
規
定
に
よ
る
地
下
水
検
査
項
目
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
係
る
水
質

(1)

(2)

(4)



- 36 -

検
査
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
必
要
な
措
置

四

最
終
処
分
場
の
敷
地
の
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
七

日
に
一
回
（
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
一
月
に
一
回
）
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
位
置
を
示
す
図
面
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
当
該
最

終
処
分
場
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
特
定
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
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搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
水

質
検
査
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）

六

一
日
の
埋
立
作
業
を
終
了
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
、
遮
蔽
物
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

七

埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
（
埋
立
地
を
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
区
画
に
係
る
埋
立
処
分
を
終

了
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖
す
る
こ
と
そ
の
他
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八

埋
立
地
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九

特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
は
、
埋
立
処
分
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

２

特
定
廃
棄
物
（
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
及
び
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
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項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
（
ニ
を
除
く
。
）
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

埋
立
地
の
う
ち
の
厚
さ
（
敷
設
さ
れ
た
土
壌
の
層
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
層
の
合
計
の
厚
さ

と
す
る
。
）
が
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
壌
の
層
が
敷
設
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ロ

埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
に
雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
量
を
低
減

す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定
廃
棄
物
を
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
固
型
化
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次

の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

(1)

(4)

(1)

(4)

た
後
、
当
該
方
法
に
よ
り
固
型
化
す
る
こ
と
。

汚
泥

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
、
又
は
含
水
率
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
す
る
こ
と
。

(1)

廃
油
（
タ
ー
ル
ピ
ッ
チ
類
を
除
く
。
）

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

(2)

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
石
綿
含
有
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
）

中
空
の
状
態
で
な
い
よ
う
に
、
破
砕
し
、
若
し
く

(3)
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は
切
断
し
、
又
は
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

ゴ
ム
く
ず

破
砕
し
、
若
し
く
は
切
断
し
、
又
は
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

(4)
ハ

ロ
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
特
定
廃
棄
物
が
大
気
中
に
飛
散
し
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定

廃
棄
物
を
損
傷
し
に
く
い
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
廃
石
綿
等
に
あ
っ
て
は
、
耐
水
性
の
材
料
で
こ
ん

包
し
た
後
、
損
傷
し
に
く
い
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
。

ニ

特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
る
場
所
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遮
水
の
効
力
を
有

す
る
土
壌
の
層
（
以
下
「
不
透
水
性
土
壌
層
」
と
い
う
。
）
を
敷
設
す
る
と
と
も
に
、
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
後

、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
廃
棄
物
の
表
面
及
び
側
面
に
不
透
水
性
土
壌
層
を
設
け
る
こ
と
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
所
で
埋
立
処
分
を
行
う
場
合

(1)

埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
を
、
放
射
能
の
減
衰
に
よ
っ
て
当
該
特
定
廃
棄
物
が
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
該
当
す

(2)
る
こ
と
と
な
る
ま
で
の
間
当
該
特
定
廃
棄
物
に
雨
水
が
浸
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
水
密
性
、
強
度

及
び
耐
久
力
を
有
す
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
材
質
で
造
ら
れ
た
容
器
に
収
納
し
て
埋
め
立
て
る
場
合
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ホ

雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
量
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

前
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め

(1)
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
環
境
大
臣
が
定
め
る

(2)
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
に
不
透
水
性
土
壌
層
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ニ

及
び

に
掲
げ

(1)

(2)

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
の

埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
措
置
（
公

共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ニ
に

掲
げ
る
措
置
）
を
講
ず
る
こ
と
。
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イ

次
に
掲
げ
る
設
備
（
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
埋
立
地
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
を
埋

め
立
て
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

に
掲
げ
る
設
備
を
除
く
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

(2)

特
定
廃
棄
物
の
保
有
水
及
び
雨
水
等
（
以
下
「
保
有
水
等
」
と
い
う
。
）
が
埋
立
地
（
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行

(1)
う
埋
立
地
に
つ
い
て
は
、
埋
立
処
分
を
行
っ
て
い
る
区
画
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
浸
出
す
る
こ
と
を
防
止
で

(4)

き
る
遮
水
工
（
埋
立
地
の
う
ち
、
特
定
廃
棄
物
の
投
入
の
た
め
の
開
口
部
及
び

に
規
定
す
る
保
有
水
等
集
排
水
設

(2)

備
が
設
け
ら
れ
た
場
所
を
除
く
。
）

保
有
水
等
を
有
効
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
構
造
の
管
渠
そ
の
他
の
集
排
水
設
備
（
以

(2)
下
「
保
有
水
等
集
排
水
設
備
」
と
い
う
。
）

保
有
水
等
集
排
水
設
備
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水
等
に
係
る
放
流
水
の
水
質
を
適
正
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

(3)
る
浸
出
液
処
理
設
備

地
表
水
が
埋
立
地
の
開
口
部
か
ら
埋
立
地
へ
流
入
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
開
渠
そ
の
他
の
設
備

(4)
ロ

放
流
水
の
水
質
の
維
持
を
、
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
。

放
流
水
の
水
質
を
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

(1)
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対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
許
容
限
度
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
。

排
水
口
に
お
い
て
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
処
分
場
の
周
辺

(2)
の
公
共
の
水
域
の
水
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三
月
間
の
平
均
濃

度
の
そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

ハ

放
流
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
（

に
規
定
す
る
項
目
を
除
く
。
）
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
環
境
大

(1)

(3)

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
年
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す

(2)
る
こ
と
。

水
素
イ
オ
ン
濃
度
、
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
浮
遊
物
質
量
及
び
窒
素
含
有
量
（
別
表

(3)
第
四
の
備
考
４
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
（
埋
め
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立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
種
類
及
び
保
有
水
等
の
水
質
に
照
ら
し
て
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
項
目
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
一
回
）
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ

前
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
位
置
を
示
す
図
面
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
当
該

最
終
処
分
場
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
特
定
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運

搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
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例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
、
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
及
び
同
号
ニ
の
規
定

に
よ
る
措
置
（
同
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

六

一
日
の
埋
立
作
業
を
終
了
す
る
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
、
特
定
廃
棄
物
の
表
面
を
土
壌
で
覆
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

第
二
号
ニ
本
文
又
は
同
号
ホ

に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
特
定
廃
棄
物
の
表
面
に
不
透
水
性
土
壌
層

(2)

を
設
け
る
ま
で
の
間
、
当
該
特
定
廃
棄
物
に
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
表
面
を
遮
水
シ
ー
ト
で
覆
う
等
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
（
埋
立
地
を
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
区
画
に
係
る
埋
立
処
分
の
終

了
を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

厚
さ
が
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
壌
に
よ
る
覆
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を

閉
鎖
す
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ

れ
て
い
る
場
所
に
あ
っ
て
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
備
え
た
覆
い
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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ロ

第
二
号
ニ
本
文
又
は
同
号
ホ

に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
本
文
に
規
定
す
る
覆
い
に
雨
水

(2)

を
有
効
に
排
水
で
き
る
勾
配
を
付
す
る
等
雨
水
が
浸
入
す
る
こ
と
に
よ
る
当
該
不
浸
透
性
土
壌
層
の
流
出
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
（
次
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
（
ニ
を
除
く
。
）
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
四
号
（
同
号
ニ

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
七
号
（
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
イ
及
び
ロ
に

定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

汚
泥

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
、
又
は
含
水
率
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該

ハ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
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う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

前
項
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ

埋
め
立
て
る
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
層
ご
と
に

、
そ
の
表
面
を
土
壌
で
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ
と
。

ハ

特
定
ば
い
じ
ん
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
特
定
ば

い
じ
ん
に
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
埋
め
立
て
た
場
合
に
あ

っ
て
は
そ
の
位
置
を
示
す
図
面
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

埋
め
立
て
ら
れ
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ

埋
め
立
て
ら
れ
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日
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ハ

引
渡
し
を
受
け
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
基

準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
前
項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
措
置
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）

４

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
（
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
（
ニ
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
七
号
（
ロ
を

除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

浸
透
水
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
層
を
通
過
し
た
雨
水
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
公
共
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の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
項
第
四
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
（
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物

の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
措
置
）
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

浸
透
水
に
よ
る
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
以
上
の
場

所
か
ら
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
前
に
地
下
水
検
査
項
目
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

(1)
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
後
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(1)

(ｲ)

及
び

に
定
め
る
頻
度
で
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

に
掲
げ
る
項
目
の
う
ち
、
浸
透
水
の
水

(ﾛ)

(ｲ)

質
等
に
照
ら
し
て
当
該
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
汚
染
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

地
下
水
検
査
項
目

一
年
に
一
回
以
上

(ｲ)

事
故
由
来
放
射
性
物
質

一
月
に
一
回
以
上

(ﾛ)
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ロ

イ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

水
質
検
査
に
用
い
る
浸
透
水
を
埋
立
地
か
ら
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
浸
透
水
の
水
質
検

査
を
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該

か
ら

ま
で
に
定

(1)

(3)

(1)

(3)

め
る
頻
度
で
行
い
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

地
下
水
検
査
項
目

一
年
に
一
回
以
上

(1)

事
故
由
来
放
射
性
物
質

一
月
に
一
回
以
上

(2)

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量

一
月
に
一
回
（
埋
立
て
が
終
了
し
た
埋
立
地
に
お
い
て
は

(3)
、
三
月
に
一
回
）
以
上

ニ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
最
終
処
分
場
へ
の
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
埋
立
処
分
の
中
止
、
そ

の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

地
下
水
検
査
項
目
に
係
る
水
質
検
査
の
結
果
、
当
該
浸
透
水
が
地
下
水
検
査
項
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
当
該
地

(1)
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下
水
検
査
項
目
に
係
る
別
表
第
三
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
き
。

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
係
る
水
質
検
査
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る

(2)
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
る
と
き
。

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
水
質
検
査
の
結
果
、
当
該
浸
透
水
の
生
物
化
学
的
酸

(3)
素
要
求
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
浸
透
水
の
化
学
的
酸
素
要
求

量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
四
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
い
る
と
き
。

ホ

そ
の
他
必
要
な
措
置

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
埋
め
立
て
た
場
合
に
あ

っ
て
は
そ
の
位
置
を
示
す
図
面
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

埋
め
立
て
ら
れ
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量



- 51 -

ロ

埋
め
立
て
ら
れ
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
係
る
当
該
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
基

準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
並
び
に
前
号
イ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
並
び

に
同
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
講
ず
る
第
二
項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
及
び
同
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
第
一
項
第
三
号
イ
及

び
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
を
含
む
。
）

５

特
定
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
の
基
準
は
、
特
定
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
か
ら
除
か
れ
る
物
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
二
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
十
四
又
は
第
三
十
条
の
十
四
の
二
第
一
項
の
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規
定
に
基
づ
き
廃
棄
さ
れ
る
同
令
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
用
放
射
性
汚
染
物

二

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
廃
棄
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
及
び
放

射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

三

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
二
条
第
五
項
又
は
第
三
条
第
一
項
（

同
令
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
廃
棄
さ
れ
る
同
令
第
一
条
第
四
号
に
規
定

す
る
放
射
性
物
質
等

四

獣
医
療
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
第
十
条
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

廃
棄
さ
れ
る
同
令
第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
獣
医
療
用
放
射
性
汚
染
物

（
特
定
一
般
廃
棄
物
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物

二

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
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を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え

殻
三

福
島
県
に
所
在
す
る
集
落
排
水
施
設
か
ら
生
じ
た
第
十
二
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物

四

稲
わ
ら
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

五

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
も
の

（
特
定
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
一
般
廃
棄
物
の
処
理
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
当
た
り
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に

次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。

イ

縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
一
般
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
た
っ
て



- 54 -

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

特
定
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
、
溶
融
、
熱
分
解
及
び
焼
成
を
行
う
場
合
に
は
、
ろ
過
式
集
じ
ん
方
式
の
集
じ
ん
器
等
当

該
処
分
に
伴
い
生
じ
た
排
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
を
除
去
す
る
高
度
の
機
能
を
有
す
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
を

備
え
て
い
る
設
備
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

ロ

特
定
一
般
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

三

特
定
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

埋
立
処
分
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

特
定
一
般
廃
棄
物
の
処
分
の
場
所
で
あ
る
こ
と
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。

(1)

埋
立
地
の
う
ち
の
厚
さ
（
敷
設
さ
れ
た
土
壌
の
層
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
層
の
合
計
の
厚

(2)
さ
と
す
る
。
）
が
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
壌
の
層
が
敷
設
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

最
終
処
分
場
の
う
ち
の
一
定
の
場
所
に
お
い
て
、
か
つ
、
特
定
一
般
廃
棄
物
が
分
散
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

(3)
ロ

熱
し
ゃ
く
減
量
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
焼
却
し
た
一
般
廃
棄
物
（
特
定
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
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層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
を
土
壌
で
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ
と
。

ハ

ば
い
じ
ん
（
特
定
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
ば
い
じ
ん
に
雨
水

が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
イ

、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
基
準
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

(2)

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
環

(1)
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物
の
み
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合

水
面
埋
立
処
分
を
行
う
埋
立
地
の
う
ち
、
放
流
水
の
水
質
を
適
正
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
実
で
あ

(2)
る
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
お
い
て
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
（

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

(1)

（
特
定
産
業
廃
棄
物
）

第
三
十
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物

二

宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟

県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
七
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物
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三

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
発
生
汚
泥
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
神
奈
川
県
に

所
在
す
る
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物
（
当
該
終
末
処
理
場
に

係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ

福
島
県
又
は
栃
木
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積

積
物
（
当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
に
限
り
、
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟

県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
工
業
用
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
十
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物

五

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部

を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え

殻
六

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
も
の
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（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
当
た
り
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
九
条
第
一

号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

特
定
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
第
二
十
九
条
第
二
号
イ
及

び
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

三

特
定
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

第
二
十
九
条
第
三
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ

特
定
産
業
廃
棄
物
を
含
む
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ヲ
本
文
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
一

層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
を
土
壌
で
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ
と
。

ハ

ば
い
じ
ん
（
特
定
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
九
条
第
三
号
ハ
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の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ニ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
九
条
第
三
号
イ

、
ロ
及
び
ハ

(2)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
号
ハ
に
掲
げ
る
基
準
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

第
二
十
九
条
第
三
号
ニ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物
の
み
の
埋
立
処
分
を
行
う

(1)

(1)

場
合第

二
十
九
条
第
三
号
ニ

に
掲
げ
る
場
合
（

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

(2)

(2)

(1)

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
（

に
掲
げ
る
場
合
を
除

(3)

(1)

く
。
）

四

特
定
産
業
廃
棄
物
は
、
海
洋
投
入
処
分
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

（
特
定
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
三
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

特
定
一
般
廃
棄
物
の
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
、
溶
融
施
設
、
熱
分
解
施
設
又
は
焼
成
施
設
で

あ
る
こ
と
。
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二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
、
溶
融
施
設
、
熱
分
解
施
設
又
は
焼
成
施
設
で
あ
っ
て
、
岩

手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除

く
。
）
に
所
在
す
る
も
の
（
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

で
あ
る
こ
と
。

三

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
っ
て
特
定
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
特
定
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
維
持
管
理
基
準
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
、
溶
融
施
設
、
熱
分
解
施
設
又
は
焼
成
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

処
分
に
伴
い
生
じ
た
排
ガ
ス
を
排
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

当
該
排
ガ
ス
の
排
出
口
に
お
い
て
当
該
排
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、

(1)
事
業
場
の
周
辺
の
大
気
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三
月
間
の
平
均
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濃
度
の
そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。

当
該
排
ガ
ス
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

(2)
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ロ

処
分
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

当
該
放
流
水
の
排
水
口
に
お
い
て
当
該
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、

(1)
事
業
場
の
周
辺
の
公
共
の
水
域
の
水
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三

月
間
の
平
均
濃
度
の
そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を

超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

当
該
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
第
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
ロ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

(2)
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ハ

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
七
日

に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
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ニ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

処
分
し
た
特
定
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

(1)

処
分
し
た
特
定
一
般
廃
棄
物
ご
と
の
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

処
分
し
た
特
定
一
般
廃
棄
物
ご
と
の
受
入
先
の
場
所
及
び
処
分
後
の
持
出
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(3)

イ

、
ロ

及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定

(4)

(2)

(2)

二

一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
供
さ
れ
た
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

最
終
処
分
場
の
敷
地
の
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

七
日
に
一
回
（
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
一
月
に
一
回
）
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る

こ
と
。

ロ

埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
最
終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
二
以
上
の
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
、
又
は
地
下
水
集
排
水
設
備
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り

行
う
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る

(1)

(1)
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方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る

(2)

(1)

方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

排
水
口
に
お
い
て
放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
処
分
場
の
周
辺
の

公
共
の
水
域
の
水
中
の
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
三
月
間
の
平
均
濃
度
の

そ
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

ホ

放
流
水
中
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
ハ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

(2)

り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場
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の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物
に
第
二
十
九
条
第
三
号
ハ
又
は
ニ

に
規

(1)

(1)

定
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
一
般
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

イ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
測
定
、
ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
並
び
に
ハ
の
規
定
に
よ
る
措
置

(3)

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
三
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
の
二
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
の
二
に

掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
特
定
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
の
二
、
第

十
二
号
又
は
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、

群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
も
の
（
第
三
十
二
条
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。
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三

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
っ
て
特
定
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
維
持
管
理
基
準
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

第
三
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

処
分
し
た
特
定
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

(1)

処
分
し
た
特
定
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

処
分
し
た
特
定
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
受
入
先
の
場
所
及
び
処
分
後
の
持
出
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(3)

イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
三
十
三
条
第
一
号
ロ

及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定

(4)

(2)

二

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
の
二
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
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設
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

三

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

第
三
十
三
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場

の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物
に
第
三
十
一
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
特

(1)
定
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
三
十
三
条
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
測
定
、
イ
の
規
定
に
よ

(3)
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
及
び
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
措
置

四

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

第
三
十
三
条
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。
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ロ

浸
透
水
（
特
定
産
業
廃
棄
物
の
層
を
通
過
し
た
雨
水
等
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
最
終
処
分
場
の
周

縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
以
上
の
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質

検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
イ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る

(1)

(1)

方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

埋
立
処
分
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
イ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る

(2)

(1)

方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十

総
理
府

二
年

令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
採
取
設
備
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
浸
透
水
中
の
事
故
由

厚
生
省
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来
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
ハ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
月
に
一
回
以
上
測

定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ

ニ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
水
質
の
悪
化
（
そ
の
原
因
が
当
該
最
終
処
分
場
以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
最
終
処
分
場
へ
の
特
定
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
埋
立
処

分
の
中
止
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場

の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物
に
第
三
十
一
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
特

(1)
定
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
三
十
三
条
第
二
号
イ
の
規
定
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
る
測
定
、

(3)
ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
並
び
に
ハ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
措
置

五

廃
棄
物
処
理
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
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イ

第
三
十
三
条
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
特
定
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
位
置
を
示
す
図
面
を
作
成
し
、
当
該
最
終
処
分
場

の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物
に
第
三
十
一
条
第
三
号
ハ
又
は
ニ

に
規

(1)

(1)

定
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

埋
め
立
て
ら
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
埋
立
処
分
を
行
っ
た
年
月
日

(2)

イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
三
十
三
条
第
二
号
イ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
測
定
、
イ
の
規

(3)
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
並
び
に
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
同
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
措
置

（
除
染
特
別
地
域
の
指
定
の
公
告
等
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
除
染
特
別
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
し
、
当
該

地
域
の
区
域
を
明
示
し
て
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
に
除
染
特
別
地
域
の
区
域
を
表
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示
し
た
図
面
を
添
え
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

除
染
特
別
地
域
の
区
域

二

除
染
特
別
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

一

対
象
区
域
の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
変
更

二

実
施
す
る
区
域
の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
変
更

三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
追
加
と
変
更
の
う
ち
軽
微
な
も
の

四

着
手
予
定
時
期
及
び
完
了
予
定
時
期
の
変
更

（
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
内
容
の
掲
載
事
項
）
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第
三
十
九
条

法
第
三
十
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
土
地
の
所
在
地

二

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
予
定
月

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
関
係
人
の
意
見
提
出
の
手
続
）

第
四
十
条

法
第
三
十
条
第
五
項
の
意
見
書
の
提
出
は
、
様
式
第
六
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

意
見
の
内
容

（
除
去
土
壌
等
の
保
管
の
台
帳
）

第
四
十
一
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は
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、
様
式
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一

土
地
の
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二

保
管
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

三

保
管
を
行
う
土
地
の
所
在
地

四

保
管
を
開
始
し
た
年
月
日

五

保
管
を
終
了
し
た
年
月
日

六

除
去
土
壌
等
の
種
類
及
び
数
量

七

保
管
開
始
前
及
び
開
始
後
に
お
け
る
放
射
線
の
量

八

保
管
終
了
時
点
に
お
け
る
放
射
線
の
量

九

運
搬
年
月
日

十

運
搬
先

十
一

運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

十
二

運
搬
を
行
う
除
去
土
壌
等
の
種
類
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十
三

運
搬
を
行
う
除
去
土
壌
等
の
数
量

３

第
一
項
の
図
面
は
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
と
す
る
。

４

帳
簿
の
記
載
事
項
及
び
図
面
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
環
境
大
臣
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

環
境
大
臣
は
、
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
台
帳
を
、
当
該
除
去
土
壌
等
の
保
管
が
終
了
し
た
日
か
ら
十
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
指
定
の
公
告
等
）

第
四
十
二
条

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に

し
、
当
該
地
域
の
区
域
を
明
示
し
て
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
に
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の

区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
添
え
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
区
域

二

汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日

（
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
内
の
汚
染
の
状
況
の
調
査
測
定
方
法
）
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第
四
十
三
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
の
量
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
測
定
し
た
値
が
正
確
に
検
出
さ
れ
る
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

三

放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
地
表
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
で
行
う
こ
と
。

四

毎
年
一
回
以
上
定
期
に
放
射
線
測
定
器
の
較
正
を
行
う
こ
と
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
十
四
条

法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
通
知
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
は
、
当
該
除
染
等

の
措
置
等
を
委
託
に
よ
り
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
委
託
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
、
合
意
し
た
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
に
速
や
か
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
し
た
土
地
等
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に
係
る
除
染
実
施
計
画
を
定
め
た
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
除
染
実
施
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
）

第
四
十
六
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

除
染
実
施
計
画
に
お
い
て
配
慮
す
べ
き
事
項

二

そ
の
他
計
画
に
必
要
な
事
項

（
除
染
実
施
計
画
の
公
告
の
方
法
）

第
四
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
除
染
実
施
計
画
を
定
め
た
旨
及
び
当
該
除
染
実
施
計
画
を
公

報
に
掲
載
す
る
こ
と
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
除
染
実
施
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
八
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

対
象
区
域
の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
変
更

二

実
施
す
る
区
域
の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
変
更
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三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
追
加
と
変
更
の
う
ち
軽
微
な
も
の

四

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
合
意
に
よ
り
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
者
が
変
更
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
軽
微
な
も
の

五

着
手
予
定
時
期
及
び
完
了
予
定
時
期
の
変
更

（
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
内
容
の
掲
載
事
項
）

第
四
十
九
条

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
土
地
の
所
在
地

二

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
予
定
月

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
関
係
人
の
意
見
提
出
の
手
続
）

第
五
十
条

法
第
三
十
八
条
第
五
項
の
意
見
書
の
提
出
は
、
様
式
第
六
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

意
見
の
内
容

（
報
告
の
方
法
）

第
五
十
一
条

都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

、
書
面
に
よ
り
、
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
き
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
当
該
除
染
実
施
計
画
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
除
染
実
施
者
に
よ
る
届
出
）

第
五
十
二
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
出
書

を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

土
地
の
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

保
管
を
開
始
し
た
年
月
日

三

除
去
土
壌
等
の
種
類
及
び
数
量

四

保
管
開
始
前
及
び
開
始
後
に
お
け
る
放
射
線
の
量



- 77 -

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
除
去
土
壌
等
の
保
管
の
台
帳
）

第
五
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は

、
様
式
第
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一

土
地
の
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二

保
管
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

三

保
管
を
行
う
土
地
の
所
在
地

四

保
管
を
開
始
し
た
年
月
日

五

保
管
を
終
了
し
た
年
月
日

六

除
去
土
壌
等
の
種
類
及
び
数
量

七

保
管
開
始
前
及
び
開
始
後
に
お
け
る
放
射
線
の
量
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八

保
管
終
了
時
点
に
お
け
る
放
射
線
の
量

九

運
搬
年
月
日

十

運
搬
先

十
一

運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

十
二

運
搬
を
行
う
除
去
土
壌
等
の
種
類

十
三

運
搬
を
行
う
除
去
土
壌
等
の
数
量

３

第
一
項
の
図
面
は
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
と
す
る
。

４

帳
簿
の
記
載
事
項
及
び
図
面
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
台
帳
を
当
該
除
去
土
壌
等
の
保
管
が
終
了
し
た
日
か
ら
十

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
基
準
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

工
作
物
及
び
道
路
の
除
染
等
の
措
置

洗
浄

(1)

草
刈
り
又
は
汚
泥
、
落
葉
等
の
除
去

(2)

表
面
の
削
り
取
り

(3)

か
ら

ま
で
の
ほ
か
、
除
染
等
の
措
置
と
し
て

か
ら

ま
で
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ

(4)

(1)

(3)

(1)

(3)

る
も
の

ロ

土
壌
の
除
染
等
の
措
置

表
土
の
削
り
取
り

(1)

土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
（
表
土
と
表
土
の
下
層
に
あ
る
土
壌
の
入
換
え
を
含
む
。
）

(2)

深
耕

(3)

か
ら

ま
で
の
ほ
か
、
除
染
等
の
措
置
と
し
て

か
ら

ま
で
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ

(4)

(1)

(3)

(1)

(3)

る
も
の
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ハ

草
木
の
除
染
等
の
措
置

草
刈
り
（
芝
、
牧
草
等
の
刈
取
り
を
含
む
。
）

(1)

下
草
、
落
葉
又
は
落
枝
の
除
去

(2)

立
木
の
枝
打
ち
又
は
伐
採

(3)

か
ら

ま
で
の
ほ
か
、
除
染
等
の
措
置
と
し
て

か
ら

ま
で
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ

(4)

(1)

(3)

(1)

(3)

る
も
の

ニ

そ
の
他
の
除
染
等
の
措
置
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

堆
積
物
等
の
除
去

(1)

の
ほ
か
、
除
染
等
の
措
置
と
し
て

と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

(2)

(1)

(1)

二

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
の
前
後
に
放
射
線
の
量
を
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い

て
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

三

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
当
た
っ
て
は
、
除
去
土
壌
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
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な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

除
去
土
壌
等
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

六

除
去
土
壌
等
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
他
の
物
と
区
分
す
る
こ
と
。

七

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
、
除
去
土
壌
等
の
種
類
及
び
数
量
、
措
置
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
終
了
し

た
年
月
日
、
そ
の
他
除
染
等
の
措
置
に
関
す
る
情
報
の
記
録
を
作
成
し
、
措
置
を
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

（
除
去
土
壌
等
の
発
生
の
抑
制
）

第
五
十
五
条

前
条
の
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
実
施
者
は
、
除
去
土
壌
等
の
発
生
の
抑
制
に

努
め
る
こ
と
。

（
農
用
地
に
お
け
る
生
産
再
開
へ
の
配
慮
）

第
五
十
六
条

農
用
地
に
お
け
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
生
産
を
再
開
で
き
る
条
件
を
回
復

さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

（
除
去
土
壌
収
集
運
搬
基
準
）
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第
五
十
七
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
除
去
土
壌
の
収
集
及
び
運
搬
の
基
準
は
、
第
二
十
三
条
（
第
四

号
ハ

及
び
第
五
号
並
び
に
第
六
号
並
び
に
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

(3)

（
除
去
土
壌
保
管
基
準
）

第
五
十
八
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

除
去
土
壌
の
一
時
的
な
保
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
保
管
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
第
十
五
条
（
第

一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

保
管
は
、
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
除
去
土
壌
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
除

染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
除
去
土
壌
を
当
該
土

壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
に
お
い
て
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

保
管
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、

前
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

除
去
土
壌
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

(1)

緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
先

(2)

屋
外
に
お
い
て
除
去
土
壌
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

(3)
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
五
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の

四

除
去
土
壌
の
保
管
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
に
よ
る
保
管
の
場
所
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

保
管
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ロ

保
管
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
定
期
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

五

保
管
場
所
等
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
期
的
に
測
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定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
除
去
土
壌
の
保
管
の
開
始
前
に
、

及
び
、
開
始
後
遅
滞
な
く
、
放
射
線
の
量
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

六

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
保
管
の
場
所
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
記
録
を
作
成
し
、
除
去
土
壌
の
保
管
が
終
了
す
る

ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

保
管
し
た
除
去
土
壌
の
量

ロ

保
管
し
た
除
去
土
壌
ご
と
の
保
管
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
受
入
先
の
場
所
及
び
保
管
後

の
持
出
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ

引
渡
し
を
受
け
た
除
去
土
壌
に
係
る
当
該
除
去
土
壌
を
引
き
渡
し
た
担
当
者
及
び
当
該
除
去
土
壌
の
引
渡
し
を
受
け

た
担
当
者
の
氏
名
並
び
に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
運
搬
車
の

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

ニ

当
該
保
管
の
場
所
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

水
質
検
査
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）
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（
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
等
の
委
託
の
基
準
）

第
五
十
九
条

法
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
託
者
が
受
託
業
務
（
当
該
受
託
者
が
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
を
除
く
。
）
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、

人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

ロ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者

ハ

法
及
び
次
に
掲
げ
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又

は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二

百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六

十
号
）
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
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か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

大
気
汚
染
防
止
法

(1)

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）

(2)

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(3)

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と

(4)
い
う
。
）

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

(5)

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）

(6)

振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）

(7)

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）

(8)

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）

(9)

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法

(10)

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号

(11)
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）
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）

(12)
ニ

廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
浄
化
槽
法
第
四
十
一
条
第
二

項
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続

法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

ホ

廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
四
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
の
二
（
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
浄
化
槽
法
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
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許
可
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又

は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
三
項
（
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条

の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は
処
分
（
再
生
す
る
こ
と

を
含
む
。
）
の
事
業
の
い
ず
れ
か
の
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
、
浄
化
槽
法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
該
当
す
る
旨
の

同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
土
壌
（
同
法
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
処
理
の
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業

の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ヘ

ホ
に
規
定
す
る
期
間
内
に
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物

の
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は
処
分
の
事
業
の
い
ず
れ
か
の
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
、
浄
化
槽
法
第
三
十
八
条

第
五
号
に
該
当
す
る
旨
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染

土
壌
の
処
理
の
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
ホ
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出

に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
も
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の
の
代
表
者
で
あ
る
使
用
人
（
以
下
「
特
定
使
用
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
又
は
当
該
届
出
に
係
る
個
人
（
当
該

事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
特
定
使
用
人
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
も
の

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

(1)

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
廃
棄
物
の
収
集
若

(2)

(1)
し
く
は
運
搬
若
し
く
は
処
分
若
し
く
は
再
生
又
は
汚
染
土
壌
の
処
理
の
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る

者
を
置
く
も
の

ト

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団

員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。

）
チ

そ
の
業
務
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者

リ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
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ヌ

法
人
で
そ
の
役
員
又
は
特
定
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

ル

個
人
で
特
定
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

ヲ

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

三

受
託
者
が
自
ら
又
は
第
十
号
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
他
人
に
委
託
し
て
受
託
業
務
を
実
施
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

受
託
者
が
、
除
去
土
壌
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
に
お
い
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に

係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
託
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
係
る
除
去
土
壌
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

六

委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
、
か
つ

、
必
要
な
書
面
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

委
託
す
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
、
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
の
内
容

ロ

除
去
土
壌
を
収
集
又
は
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
量

ハ

除
去
土
壌
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

ニ

そ
の
他
必
要
な
事
項
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七

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
及
び
書
面
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

八

あ
ら
か
じ
め
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
又
は
第
三
十
五

条
第
三
項
に
定
め
る
土
地
等
の
所
有
者
等
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
国
等
か
ら
受
託
し
た
土
壌
等
の
除
染

等
の
措
置
、
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
委
託
が
第
十
号
イ
か
ら
ハ
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
国
等
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

九

委
託
契
約
に
は
、
受
託
者
が
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
国
等
に
お
い

て
当
該
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

十

受
託
者
が
受
託
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
る
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ

国
等
と
当
該
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
当
該
受
託
者
が
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
、
収
集
、
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運
搬
又
は
保
管
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
）

第
六
十
条

法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
土
壌

等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
）
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
イ
を
除
く
。
）
及
び
第
四

号
た
だ
し
書
並
び
に
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二

当
該
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
腐
敗
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
五
条
第
九
号
イ

及
び
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
測
定
の

記
録
を
作
成
し
、
当
該
廃
棄
物
の
保
管
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

（
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
十
一
条

法
第
四
十
七
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
か
ら
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
焼
却
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
委
託
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を
受
け
て
当
該
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

焼
却
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当

該
業
務
に
係
る
特
定
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
焼
却
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ

国
と
焼
却
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
焼
却
受
託
者
が
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
を
委
託
し
よ
う
と

す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
者
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

含
む
。
）

イ

都
道
府
県
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当
該

業
務
に
係
る
特
定
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
都
道
府
県
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。
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三

市
町
村
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
者
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含

む
。
）

イ

市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
業

務
に
係
る
特
定
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
特
定
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
か
ら
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
処
理
受
託
者

」
と
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
当
該
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

処
理
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当

該
業
務
に
係
る
特
定
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。
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ロ

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
処
理
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ

国
と
処
理
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
処
理
受
託
者
が
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又

は
処
分
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
前
条
第
二
号

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

三

市
町
村
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
前
条
第
三
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

四

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
廃
棄
物
の

保
管
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
第
十
五
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
も
の
（
当
該
届
出
書
に
記
載
し
た
変
更

後
の
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
へ
当
該
指
定
廃
棄
物
の
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
除
去
土
壌
等
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

国
等
か
ら
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
収
集
等
受
託
者
」
と

い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
当
該
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
。

イ

収
集
等
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
収
集
等
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ

国
等
と
収
集
等
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
収
集
等
受
託
者
が
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
又
は

保
管
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
除
去
土
壌
の
収
集
、

運
搬
又
は
保
管
を
業
と
し
て
行
う
者
（
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
六
十
四
条

法
第
五
十
条
第
六
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
）
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第
六
十
五
条

法
五
十
一
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

二

命
令
の
年
月
日

三

命
令
を
行
う
理
由

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
六
条

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

一

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

二

第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
確
認

三

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

四

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

五

第
十
五
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

六

第
三
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
確
認

七

第
三
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
限
度
に
係
る
特
例
）

第
二
条

平
成
九
年
十
二
月
一
日
前
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
焼
却
炉
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日
前
に
設
置
の
工
事
が
着
手
さ
れ

た
も
の
を
含
み
、
火
格
子
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
焼
却
能
力
が
一
時
間
あ
た
り
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
に
お
い
て
特
定
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ

の
規
定
の
適
用
に
つ
い

(4)

て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
ロ

中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
別
表
」
と
す
る
。

(4)

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
の
特
例
）

第
三
条

次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六

年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物

の
み
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
（
第
三
十
一
条
第
三
号
ニ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
同
号
イ
の
規

(1)

(3)

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
九
条
第
三
号
イ

、
第
三
十
一
条
第
三
号
ロ
及
び
同
号
ハ
の
規
定
に
よ
り

(2)



- 99 -

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
九
条
第
三
号
ハ
の
基
準
は
、
適
用
し
な
い
。

（
埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
特
例
）

第
四
条

廃
棄
物
処
理
規
則
第
一
条
の
七
の
五
及
び
第
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
廃
棄
物

処
理
規
則
第
一
条
の
七
の
五
中
「
一
般
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
廃
棄
物
処
理
規
則
第
七
条
の
九
第
一
項

中
「
産
業
廃
棄
物
の
み
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
（
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
産
業
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
（
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
第
一
条
に
規
定
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質

を
い
う
。
）
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
」
と
す
る
。

（
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
の
特
例
）

第
五
条

廃
棄
物
処
理
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
六
号
ホ
中
「
石
綿
含
有
産
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業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。

）
」
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
等
に
関
す
る
規
定
の
特
例
）

第
六
条

廃
棄
物
処
理
規
則
第
八
条
の
二
十
、
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
八
条
の
三
十
一
の
二
、
第
八
条
の
三
十
二
及
び

第
八
条
の
三
十
六
並
び
に
様
式
第
二
号
の
十
五
及
び
様
式
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環

境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
産

業
廃
棄
物
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
二
条
関
係
）

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
四
ト
ン
以
上
の
も
の

一

／
㎥

ng
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一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
以
上
四
ト
ン
未

五

／
㎥

ng

満
の
も
の

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
未
満
の
も
の

十

／
㎥

ng

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
）

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
四
ト
ン
以
上
の
も
の

〇
・
一

／
㎥

ng

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
以
上
四
ト
ン
未

一

／
㎥

ng

満
の
も
の

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
未
満
の
も
の

五

／
㎥

ng

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
種
類

事
業
場
の
周
辺
の
大
気
中
の
濃
度
限
度

事
業
場
及
び
最
終
処
分
場
の
周
辺
の
公

共
の
水
域
の
水
中
の
濃
度
限
度

セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四

二
十
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

六
十
ベ
ク
レ
ル
毎
リ
ッ
ト
ル
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セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七

三
十
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

九
十
ベ
ク
レ
ル
毎
リ
ッ
ト
ル

別
表
第
三
（
第
二
十
六
条
関
係
）

ア
ル
キ
ル
水
銀

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

総
水
銀

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

カ
ド
ミ
ウ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

鉛

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

六
価
ク
ロ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

砒
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ひ全
シ
ア
ン

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
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四
塩
化
炭
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

チ
ウ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

シ
マ
ジ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ベ
ン
ゼ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

セ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

備
考
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「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ

又
は
第
四
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
ハ
の
環

(1)

(1)

境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
測
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と

を
い
う
。

別
表
第
四
（
第
二
十
六
条
関
係
）

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
他
の
水
銀
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ
ム
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

有
機
燐
化
合
物
（
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

り
ん

、
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
エ
チ
ル
パ
ラ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ

ル
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン
ホ
ス
ホ
ネ
イ
ト
（
別
名
Ｅ
Ｐ
Ｎ
）

に
限
る
。
）
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六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
砒
素
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

シ
ア
ン
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ア
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

四
塩
化
炭
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
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一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

チ
ウ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

シ
マ
ジ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ベ
ン
ゼ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
、
当
分
の
間
、
ほ
う
素
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
分
の

間
、
ほ
う
素
二
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
っ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

（
海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
は
、
当

分
の
間
、
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
）
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ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
分
の
間
、
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

物
及
び
硝
酸
化
合
物

に
〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸
性

窒
素
の
合
計
量
二
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

水
素
イ
オ
ン
濃
度

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
五
・
八
以

（
水
素
指
数
）

上
八
・
六
以
下

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
五
・
〇
以
上

九
・
〇
以
下

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

化
学
的
酸
素
要
求
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
九
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

浮
遊
物
質
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

（
鉱
油
類
含
有
量
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

（
動
植
物
油
脂
類
含
有
量
）
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フ
ェ
ノ
ー
ル
類
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

銅
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

亜
鉛
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

溶
解
性
鉄
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

ク
ロ
ム
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

大
腸
菌
群
数

一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
日
間
平
均
三
、
〇
〇
〇

個
以
下

窒
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
二
〇
（
日
間
平
均
六
〇
）
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下

燐
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
六
（
日
間
平
均
八
）
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下

備
考
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１

「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
ハ

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

(1)

し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
測
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。

２

「
日
間
平
均
」
に
よ
る
排
水
基
準
値
は
、
一
日
の
排
出
水
の
平
均
的
な
汚
染
状
態
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ

る
。

３

海
域
及
び
湖
沼
に
排
出
さ
れ
る
放
流
水
に
つ
い
て
は
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
を
除
き
、
そ
れ
以
外
の
公
共
用

水
域
に
排
出
さ
れ
る
放
流
水
に
つ
い
て
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
を
除
く
。

４

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準
は
、
窒
素
が
湖
沼
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ

れ
が
あ
る
湖
沼
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
湖
沼
、
海
洋
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お

そ
れ
が
あ
る
海
域
（
湖
沼
で
あ
っ
て
水
の
塩
素
イ
オ
ン
含
有
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
九
、
〇
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
こ
れ
ら
に
流
入
す
る
公
共

用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限
っ
て
適
用
す
る
。

５

燐
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準
は
、
燐
が
湖
沼
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が

あ
る
湖
沼
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
湖
沼
、
海
洋
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
著
し
い
増
殖
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
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が
あ
る
海
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
こ
れ
ら
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水

に
限
っ
て
適
用
す
る
。


